
案１　安芸郡市９市町村パターン１　安芸郡市９市町村

パターン２　「室戸市・東洋町」と

　　　　　　　　中芸と「安芸市・芸西村」
案３　合併せずに広域行政の活用

案１　嶺北４町村・高知市

案２　嶺北４町村

パターン１　嶺北４町村・高知市

パターン２　嶺北４町村
案３　合併せずに広域行政の活用

案１　宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村

案２　合併せずに広域行政の活用

パターン１　幡多郡市６市町村

パターン２　四万十市と黒潮町と

　　　　　「宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村」

パターン１　南国市・香美市・香南市

案１　仁淀川流域

案２　「仁淀川町・佐川町・越知町」

　　　　と「土佐市・いの町・日高村」　

パターン１　仁淀川流域

パターン２　「仁淀川町・佐川町・越知町」

　　　　　　　　と「土佐市・いの町・日高村」 案４　土佐市・佐川町・越知町・日高村　

案５　合併せずに広域行政の活用　
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案１　須崎市・檮原町・津野町

案２　須崎市・津野町　

案３　「須崎市・中土佐町」と「檮原町・津野町」
　

案４　合併せずに広域行政の活用　
　

　

パターン１　高幡

パターン２　「須崎市・梼原町・

　　　　　　　　津野町・中土佐町」と四万十町

パターン３　「須崎市・檮原町・津野町」

　　　　　　　　と四万十町と中土佐町

案３　土佐市・仁淀川町・佐川町・

　　　　越知町・日高村

望ましい将来像 新法期限後～望ましい将来像に至るまで 新法期限内の取り組み

１．地域別の合併の組合せ・プロセスの検討資料

　　　　　高知市・春野町

県内３市

県内４市

県内５市

県内６市

※上記の組合せ以外で、芸西村、高知市と南国市、土佐市と須崎市の取り扱いに留意

案２　「室戸市・東洋町」と中芸と「安芸市・芸西村」


